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別 紙 

 

 

変 更 内 容 
 

 

 

（１）原子力規制における検査制度の見直しによる原子炉施設保安規定の変更に伴

い，関連する記載を別添１の保安規程［電気事業用電気工作物（原子力発電工

作物）］改定前後表の改定後欄のとおり変更する。 

（２）記載の適正化 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保安規程［電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）］改定前後表

別添１ 



保安規程［電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）］ 改定前後表 

   

現 行 改定後 改定理由 
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２０２０年 ９月２５日 

 
東  北  電  力  株  式  会  社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 改正による日付の変更 

 

  



保安規程［電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）］ 改定前後表 

   

現 行 改定後 改定理由 
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保安規程［電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）］ 改定前後表 

   

現 行 改定後 改定理由 

（基本的職務） 

第６条 電気工作物の工事，維持および運用の保安確保に関する業務に携わる者

は関係法令および保安規程を遵守し，それぞれの役割に応じて次の基本的職

務を遂行する。 

２ 社長は，電気工作物の保安を確保するため，原子力本部長，本店部長および

原子力発電所長（以下，「所長」という）を指揮監督する。 

 

（中略） 

（主任技術者の職務等） 

第９条 主任技術者は，法令およびこの規程を遵守し電気工作物の工事，維持お

よび運用に関する保安の監督を誠実に行うため，具体的には次の各号に定め

る職務等を責任をもって遂行する。 

（１）電気工作物の工事，維持および運用に関する保安のための諸計画の立

案にあたっては，必要に応じて関係責任者（上位職を含む）に対し指

示，指導・助言を行う。 

（２）電気工作物の工事，維持および運用に関し，保安上必要な場合には，

関係責任者（上位職を含む）に対し指示，指導・助言を行う。 

（３）「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下，「原

子炉等規制法」という。）第４３条の３の１１に定める使用前事業者検査

および原子炉等規制法第４３条の３の１６に定める定期事業者検査にお

いて，あらかじめ定めた区分に基づき検査の指導・監督を行う。 

（４）電気事業法または原子炉等規制法に基づき行う立入検査，審査には，

原則として立会う。 

（５）電気事業法に基づき行う使用前検査または原子炉等規制法に基づき行

う使用前事業者検査には，あらかじめ定めた区分に基づき検査への立会

または検査記録の確認を適切に行う。 

（６）主任技術者が点検すべき記録を定め，これを確認する。 

 

（中略） 

（教育・訓練） 

第１３条 電気工作物の工事，維持および運用に従事する者に対しては，日常の

業務を通じて，各々の従事する業務に応じた保安に関する教育・訓練を行う

ほか，計画的な教育・訓練を実施するとともに，その結果を定期的に評価し

保安教育の継続的な向上に努める。 

２ 保安に関する教育・訓練は，原則として次の各号に定める内容のうち，

各々の従事する業務に必要となるものを行う。 

（１）電気事業法およびこれに関係する法令，業務遂行上必要とされる法令

ならびに本規程の遵守に関する事項。 

（２）電気工作物の設計，工事，巡視，点検，検査，補修および運転に関す

る知識，技能の習得，向上に資する事項。 

（３）第１９条第２項に基づく事故時および第２０条に基づく非常災害時の

措置ならびにその演習，訓練に関する事項。 

３ 前項に定める保安教育を計画的に実施するための教育訓練計画を定める。 

（基本的職務） 

第６条 電気工作物の工事，維持および運用の保安確保に関する業務に携わる者

は関係法令および保安規程を遵守し，それぞれの役割に応じて次の基本的職

務を遂行する。 

２ 社長は，電気工作物の保安を確保するため，原子力本部長，本店部長および

原子力発電所長（以下，「所長」という。）を指揮監督する。 

 

（中略） 

（主任技術者の職務等） 

第９条 主任技術者は，法令およびこの規程を遵守し電気工作物の工事，維持お

よび運用に関する保安の監督を誠実に行うため，具体的には次の各号に定め

る職務等を責任をもって遂行する。 

（１）電気工作物の工事，維持および運用に関する保安のための諸計画の立

案にあたっては，必要に応じて関係責任者（上位職を含む）に対し指

示，指導・助言を行う。 

（２）電気工作物の工事，維持および運用に関し，保安上必要な場合には，

関係責任者（上位職を含む）に対し指示，指導・助言を行う。 

（３）「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下，「原

子炉等規制法」という。）第４３条の３の１１に定める使用前事業者検査

および原子炉等規制法第４３条の３の１６に定める定期事業者検査にお

いて，あらかじめ定めた区分に基づき検査の指導・監督を行う。 

（４）電気事業法または原子炉等規制法に基づき行う立入検査には，原則と

して立会う。 

（５）電気事業法に基づき行う使用前検査には，あらかじめ定めた区分に基

づき検査への立会または検査記録の確認を適切に行う。 

 

（６）主任技術者が点検すべき記録を定め，これを確認する。 

 

（中略） 

（教育・訓練） 

第１３条 電気工作物の工事，維持および運用に従事する者に対しては，日常の

業務を通じて，各々の従事する業務に応じた保安に関する教育・訓練を行う

ほか，計画的な教育・訓練を実施するとともに，その結果を定期的に評価し

保安教育の継続的な向上に努める。 

２ 保安に関する教育・訓練は，原則として次の各号に定める内容のうち，

各々の従事する業務に必要となるものを行う。 

（１）電気事業法およびこれに関係する法令，業務遂行上必要とされる法令

ならびに本規程の遵守に関する事項。 

（２）電気工作物の設計，工事，巡視，点検，検査および運転に関する知

識，技能の習得，向上に資する事項。 

（３）第１９条第２項に基づく事故時および第２０条に基づく非常災害時の

措置ならびにその演習，訓練に関する事項。 

３ 前項に定める保安教育を計画的に実施するための教育訓練計画を定める。 

 

 

 

 

 

 記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制における検査制度の見直

しによる原子炉施設保安規定の変更

に伴う変更 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制における検査制度の見直

しによる原子炉施設保安規定の変更

に伴う変更 

 

 

  



保安規程［電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）］ 改定前後表 

   

 

現 行 改定後 改定理由 

（工事計画の申請または届出行為の確認） 

第１４条 電気工作物の設置，変更については，電気事業法に基づく「工事計画

の申請または届出」および原子炉等規制法に基づく「設計及び工事の計画の

申請または届出」を必要とする工事に該当するか否かを確認するための手続

きを定める。 

２ 申請または届出を行う必要がある工事について，電気事業法および原子炉

等規制法の規定に基づいて申請または届出が行われたかどうかを確認するた

めの手続きを定める。 

 

（工事に係わる検査，巡視および点検） 

第１５条 電気工作物の工事中または工事終了時において，「発電用火力設備に

関する技術基準」，「原子力発電用工作物に係る電気設備に関する技術基

準」，「発電用原子力設備に関する技術基準」および「実用発電用原子炉及び

その附属施設の技術基準に関する規則」（以下，｢技術基準｣という）に適合

していることならびに保安上支障のないことを確認するために，原子炉等規

制法第４３条の３の２４に定める女川原子力発電所原子炉施設保安規定（以

下，「女川保安規定」という。）および東通原子力発電所原子炉施設保安規定

（以下，「東通保安規定」という。）に定める『保守管理計画』により，必要

に応じて検査，巡視および点検を行う。 

なお，保全計画の策定については，第１６条による。 

 

（中略） 

 

 

（維持に係わる巡視，点検，検査および補修等） 

第１６条 電気工作物を維持するにあたって必要な保安を確保するため，女川保

安規定および東通保安規定に定める『保守管理計画』により，次の各号に定

める巡視，点検，検査および補修等を行う。 

（１）電気工作物が，常に法令で定める技術基準に適合するよう維持するこ

とおよび事故の未然防止をはかることを目的として，それぞれの設備実

態等に応じて，別表第３に示す巡視を行うとともに，原子炉毎の保全計

画を策定し，これに基づき点検，検査および補修等を行う。 

（２）事故発生のおそれのある場合および事故が発生した場合においては，

必要に応じて巡視，点検，検査および補修等を行う。 

 

（中略） 

 

（工事計画等の申請または届出行為の確認） 

第１４条 電気工作物の設置，変更については，電気事業法に基づく「工事計画

の申請または届出」および原子炉等規制法に基づく「設計及び工事の計画の

申請または届出」を必要とする工事に該当するか否かを確認するための手続

きを定める。 

２ 申請または届出を行う必要がある工事について，電気事業法および原子炉

等規制法の規定に基づいて申請または届出が行われたかどうかを確認するた

めの手続きを定める。 

 

（工事に係わる検査，巡視および点検） 

第１５条 電気工作物の工事中または工事終了時において，「発電用火力設備に

関する技術基準」，「原子力発電用工作物に係る電気設備に関する技術基

準」，「発電用原子力設備に関する技術基準」および「実用発電用原子炉及び

その附属施設の技術基準に関する規則」（以下，｢技術基準｣という。）に適合

していることならびに保安上支障のないことを確認するために，原子炉等規

制法第４３条の３の２４に定める女川原子力発電所原子炉施設保安規定（以

下，「女川保安規定」という。）および東通原子力発電所原子炉施設保安規定

（以下，「東通保安規定」という。）に定める『施設管理計画』により，必要

に応じて検査，巡視および点検を行う。 

なお，保全計画の策定については，第１６条による。 

 

（中略） 

 

 

（維持に係わる巡視，点検および検査） 

第１６条 電気工作物を維持するにあたって必要な保安を確保するため，女川保

安規定および東通保安規定に定める『施設管理計画』により，次の各号に定

める巡視，点検および検査を行う。 

（１）電気工作物が，常に法令で定める技術基準に適合するよう維持するこ

とおよび事故の未然防止をはかることを目的として，それぞれの設備実

態等に応じて，別表第３に示す巡視を行うとともに，原子炉毎の保全計

画を策定し，これに基づき点検および検査を行う。 

（２）事故発生のおそれのある場合および事故が発生した場合においては，

必要に応じて巡視，点検および検査を行う。 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

原子力規制における検査制度の見直

しによる原子炉施設保安規定の変更

に伴う変更 

 

 

 

 

 

原子力規制における検査制度の見直

しによる原子炉施設保安規定の変更

に伴う変更 

 

 

 

 



保安規程［電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）］ 改定前後表 

   

現 行 改定後 改定理由 

（発電所の運転を相当期間停止する場合の保全） 

第２１条 発電所の運転を相当期間停止する場合などは，女川保安規定および東

通保安規定に定める『保守管理計画』により，特別な保全計画を策定し，こ

れに基づき点検，検査および補修等を行う。 

２ 休止により，相当期間停止する場合であって，設備の休止部分と運転部分

とが混在する場合，両者を明確に区分し，連結部分は分離させる。 

３ 設備の運転を再開するにあたっては，点検を行うほか，必要に応じ試験運

転を行い，保安確保に万全を期する。 

 

第６章 発電用電気工作物の工事，維持および運用 
 

（保安の計画と実施） 

第２２条 発電用電気工作物の工事，維持および運用に関する保安について，女

川保安規定および東通保安規定に定める『品質保証計画』に基づき社長が定

める品質方針および本規程第４条に示す体制に基づき計画を定め，これに従

い実施する。 

なお，計画は，実施にあたって必要となる人的及び物的資源について十分

に考慮して策定する。 

 

（評価および改善） 

第２３条 発電用電気工作物の工事，維持および運用に関する保安の活動を評価

し，必要に応じて改善を行う手順を定め実施する。 

上記手順において，評価については社内外から得られた保安に関する知見

を重要度に応じて反映する手順を定め，改善については重要度に応じて再発

防止のために行う是正や予防に関する処置の手順を定める。 

なお，保安活動の評価の結果，公共の安全確保に対して大きな影響を与え

るものはその情報を公開する。 

 

（中略） 

 

附則 

 

（施行期日） 

第１条 本規程は，令和２年４月１日より施行する。 

ただし，女川原子力発電所１号炉の廃止措置に伴う変更については，第

４条別表第１の組織への変更を行う日から施行する。 

 

（発電所の運転を相当期間停止する場合の保全） 

第２１条 発電所の運転を相当期間停止する場合などは，女川保安規定および東

通保安規定に定める『施設管理計画』により，特別な保全計画を策定し，こ

れに基づき点検および検査を行う。 

２ 休止により，相当期間停止する場合であって，設備の休止部分と運転部分

とが混在する場合，両者を明確に区分し，連結部分は分離させる。 

３ 設備の運転を再開するにあたっては，点検を行うほか，必要に応じ試験運

転を行い，保安確保に万全を期する。 

 

第６章 発電用電気工作物の工事，維持および運用 
 

（保安の計画と実施） 

第２２条 発電用電気工作物の工事，維持および運用に関する保安について，女

川保安規定および東通保安規定に定める『品質マネジメントシステム計画』

に基づき社長が定める品質方針および本規程第４条に示す体制に基づき計画

を定め，これに従い実施する。 

なお，計画は，実施にあたって必要となる人的および物的資源について十

分に考慮して策定する。 

 

（評価および改善） 

第２３条 発電用電気工作物の工事，維持および運用に関する保安の活動を評価

し，必要に応じて改善を行う手順を定め実施する。 

上記手順において，評価については社内外から得られた保安に関する知見

を重要度に応じて反映する手順を定め，改善については重要度に応じて再発

防止のために行う是正や未然防止に関する処置の手順を定める。 

なお，保安活動の評価の結果，公共の安全確保に対して大きな影響を与え

るものはその情報を公開する。 

 

（中略） 

 

附則 

 

（施行期日） 

第１条 本規程は，２０２０年９月２５日より施行する。 

 

 

 

 

原子力規制における検査制度の見直

しによる原子炉施設保安規定の変更

に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制における検査制度の見直

しによる原子炉施設保安規定の変更

に伴う変更 

 

 記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

原子力規制における検査制度の見直

しによる原子炉施設保安規定の変更

に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

改正に伴う施行期日の変更 

 

 

  



保安規程［電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）］ 改定前後表 

   

現 行 改定後 改定理由 

別表第１ 保安に関する組織および業務分掌（第４条，第５条関連） 

 

別表第１ 保安に関する組織および業務分掌（第４条，第５条関連） 
     〔発電用電気工作物に関する保安活動の評価，改善は関係する組織に共通〕 

 

記載の適正化 

 

 

  

 社長 

原子力本部長 

その１ 

【本店】 

原子力部が実施する発電所の保安に関する業務 

土木建築部が実施する発電所の施設管理に関する業務 

原子力発電所 その２へ 

（原子力本部） 

原子力考査室 

保安活動，法令遵守

に関する監査 

原子力部 

土木建築部  

保安活動，法令遵守

に関する監査。 

社長 

原子力考査室 

その１ 発電用電気工作物に関する保安活動の評価，改善は関係する組織に共通 

原子力部 

土木建築部 

原子力発電設備に係わる計画等の策定･推進。 

原子力発電設備の運用，保守，保修，建設･改良(土木建築部の分掌事項を除く) 

の計画，調整，管理の統括。化学，放射性廃棄物の管理。炉心，原子燃料の管理。 

原子力発電設備の保守，保修，建設･改良の計画，調整，管理の統括。 

原子力発電所 その２へ 

原子力本部 原子力本部長 



保安規程［電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）］ 改定前後表 

   

現 行 改定後 改定理由 

 
 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

原子力発電所 

 

発電用電気工作物に関する保安活動の評価，改善は関係する組織に共通 

 

保全部 

 

技術統括部 

環境・燃料部 

 

土木建築部 

 

土木設備に係る以下の業務 

・修繕，改良工事の計画，実施 

・保修に関する教育・訓練 

発電部 

 

・原子力発電設備の運転管理，運転の計画 

・運転要員の教育・訓練 

・電気主任技術者 

・ﾎﾞｲﾗｰ･ﾀｰﾋﾞﾝ主任技術者 

 

 

総務部 

 

品質保証部 

 

総務グループ 

 

警備グループ 

 

技術グループ 

 

計画管理グループ 

 

放射線管理グループ 

 

輸送・固体廃棄物管理グループ 

 

原子燃料グループ 

 

保全計画グループ 

 

工程管理グループ 

 

電気グループ 

 

計測制御グループ 

 

原子炉グループ 

 

タービングループ 

 

土木グループ 

 

発電管理グループ 

 

検査グループ 

 

品質保証総括グループ 

 

電気設備に係る以下の業務 

・修繕，改良工事の計画，実施 

・保修に関する教育・訓練 

・定期検査工程管理 

・保全計画の総括 

・炉心性能管理，燃料管理 

・以上に関する教育・訓練 

・燃料の運搬 

・放射性廃棄物（固体）管理 

・以上に関する教育・訓練 

・災害対策，一般防災 

・調達先選定 

・所内警備 

・保安管理，技術調査の総括 

・以上に関する教育・訓練 

・保安教育の総括 

・運転・定期検査計画，運営計画の総括 

・放射線管理 

・環境放射線モニタリング 

・環境調査の実施，化学管理 

・放射性廃棄物（液体・気体）管理 

・以上に関する教育・訓練 

・検査総括 

計測・制御設備に係る以下の業務 

・修繕，改良工事の計画，実施 

・保修に関する教育・訓練 

機械設備（原子炉設備）に係る以下の業務 

・修繕，改良工事の計画，実施 

・保修に関する教育・訓練 

機械設備（原子炉設備を除く）に係る以下の業務 

・修繕，改良工事の計画，実施 

・保修に関する教育・訓練 

その２ 

【女川原子力発電所】 

 

（注）当社の電気工作物を設置する原子力発電所構内において，当社以外のものが別途当社と保安協
定を締結して電気工作物を設置した場合，その個所を除く。 

 

・品質保証の総括 

・品質保証活動の監査，指導・助言 

建築グループ 

 

建築設備に係る以下の業務 

・修繕，改良工事の計画，実施 

・保修に関する教育・訓練 

防災グループ 
  

・防火管理の総括 
・原子力防災 
・以上に関する教育・訓練 

廃止措置管理グループ 

 

・廃止措置管理の統括 

・廃止措置管理に関する教育・訓練 

原子力発電所 

 

保全部 

 

技術統括部 

環境・燃料部 

 

土木建築部 

 

・土木設備の施設管理 

発電部 

 

・運転管理 

・電気主任技術者 

・ﾎﾞｲﾗｰ･ﾀｰﾋﾞﾝ主任技術者 

 

 

総務部 

 

品質保証部 

 

総務グループ 

 

警備グループ 

 

技術グループ 

 

計画管理グループ 

 

放射線管理グループ 

 

輸送・固体廃棄物管理グループ 

 

原子燃料グループ 

 

保全計画グループ 

 

工程管理グループ 

 

電気グループ 

 

計測制御グループ 

 

原子炉グループ 

 

タービングループ 

 

土木グループ 

 

発電管理グループ 

 

検査グループ 

 

品質保証総括グループ 

 

・電気設備の施設管理 

 

・工程管理 

・施設管理の総括 

・炉心性能管理 

・燃料の管理 

・燃料の運搬 

・放射性廃棄物（固体）の管理 

・供給者の選定 

・保全区域および周辺監視区域の管理 

・保安管理の総括 

・運営計画の総括 

・原子炉施設の定期的な評価の総括 

・放射線管理 

・化学管理 

・放射性廃棄物（液体・気体）の管理 

・環境放射線モニタリング 

・検査の総括 

・計測制御設備の施設管理 

・機械設備（原子炉設備）の施設管理 

・機械設備（原子炉設備を除く）の施設管理 

その２ 

【女川原子力発電所】 

 

（注1）当社の電気工作物を設置する原子力発電所構内において，当社以外のものが別途当社と保安協
定を締結して電気工作物を設置した場合，その個所を除く。 

（注2）所管業務に基づき行う緊急時の措置，保安教育ならびに記録および報告は関係する組織に共通 
 

・品質保証活動の指導・助言 

・品質保証の総括 

建築グループ 

 

・建築設備の施設管理 

防災グループ 
  

・初期消火活動のための体制の整備 
・緊急時の措置の総括 

廃止措置管理グループ 

 

・廃止措置管理の統括 

・廃止措置工事 



保安規程［電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）］ 改定前後表 

   

現 行 改定後 改定理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

原子力発電所 

 

【東通原子力発電所】 

 

発電用電気工作物に関する保安活動の評価，改善は関係する組織に共通 

 

技術課 

 
・保安管理 

・環境調査の実施，技術調査の総括 

・炉心性能管理，燃料管理 

・以上に関する教育・訓練 

・保安教育の総括 

放射線管理課 

 

・放射線管理，放射性廃棄物管理，化学管理 

・環境放射線モニタリング 

・以上に関する教育・訓練 

電気保修課 

 
電気設備，計測・制御設備に係る以下の業務 

・修繕，改良工事の計画，実施 

・保修に関する教育・訓練 

機械保修課 

 
・運転・定期検査計画，定期検査工程管理，検査統括 

・修繕，改良工事計画，保全計画の総括 

機械設備に係る以下の業務 

・修繕，改良工事の計画，実施 

・保修に関する教育・訓練 

土木建築課 

 
土木建築設備に係る以下の業務 

・修繕，改良工事の計画，実施 

・保修に関する教育・訓練 

発電管理課 

 
・原子力発電設備の運転管理，運転の計画 

・運転要員の教育・訓練 

・品質保証の総括 

・品質保証活動の監査，指導・助言 

・電気主任技術者 

・ﾎﾞｲﾗｰ･ﾀｰﾋﾞﾝ主任技術者 

 

 

総務課 

 

警備課 

 

・災害対策，一般防災 

・調達先選定 

・所内警備 

品質保証室 

 

（注）当社の電気工作物を設置する原子力発電所構内において，当社以外のものが別途当
社と保安協定を締結して電気工作物を設置した場合，その個所を除く。 

 

防災課 
  

・防火管理の総括 
・原子力防災 

・以上に関する教育・訓練 

原子力発電所 

 

【東通原子力発電所】 

 

技術課 

 
・炉心性能管理 

・燃料の管理 

・保安管理の総括 

放射線管理課 

 

・放射線管理 

・化学管理 

・放射性廃棄物管理 

・環境放射線モニタリング 

電気保修課 

 
・電気設備および計測制御設備の施設管理 

 

機械保修課 

 
・施設管理の総括 

・機械設備の施設管理 

土木建築課 

 
・土木建築設備の施設管理 

発電管理課 

 
・運転管理 

・品質保証活動の指導・助言 

・品質保証の総括 

・電気主任技術者 

・ﾎﾞｲﾗｰ･ﾀｰﾋﾞﾝ主任技術者 

 

 

総務課 

 

警備課 

 

・供給者の選定 

・保全区域および周辺監視区域の管理 

品質保証室 

 

(注1）当社の電気工作物を設置する原子力発電所構内において，当社以外のものが別途当
社と保安協定を締結して電気工作物を設置した場合，その個所を除く。 

(注2）所管業務に基づき行う緊急時の措置，保安教育ならびに記録および報告は関係する
組織に共通 

 

防災課 
  

・初期消火活動のための体制の整備 

・緊急時の措置の総括 



保安規程［電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）］ 改定前後表 

   

現 行 改定後 改定理由 

別表第３ 巡視に関する標準（第１６条第１項（１）関連） 

 

設備別 
巡 視 

備 考 
機器設備 頻度 

原子力発電設備 原子力発電設備全般 
１回／日 

（※） 

（※） 

高線量区域の巡視は，

予め定めた頻度で行

う。 

 

（中略） 

 

 

 

 

別表第４ 関係規程類一覧表（第２４条関連） 
 

項 目 規程，基準等 
１．運転，操作，保守および工事に関する

もの 

（第１３，１４，１５，１６，１８，２６

条） 

・原子力品質保証規程 

・女川原子力発電所原子炉施設保安規定 

・東通原子力発電所原子炉施設保安規定 

２．非常対策に関するもの 

（第２０条） 

・防災業務計画 

・国民保護業務計画 

・非常災害対策実施基準 

・女川原子力発電所原子力事業者防災業

務計画 

・東通原子力発電所原子力事業者防災業務

計画 

・原子力災害対策実施基準 

３．発電用の電気工作物の保安管理に関す

るもの 

（第２２，２３，２４，２５条） 

・原子力品質保証規程 

・女川原子力発電所原子炉施設保安規定 

・東通原子力発電所原子炉施設保安規定 

４．保安規程の変更に関するもの 

（第３条） 

・保安規程変更取扱い基準（原子力発電工

作物） 

別表第３ 巡視に関する標準（第１６条第１項（１）関連） 

 

設備別 
巡 視 

備 考 
機器設備 頻度 

原子力発電設備 原子炉施設全般 
１回／日 

（※） 

（※） 

高線量区域の巡視は，

予め定めた頻度で行

う。 

 

（中略） 

 

 

 

 

別表第４ 関係規程類一覧表（第２４条関連） 
 

項 目 規程，基準等 
１．工事，維持，運転および操作に関する

もの 

（第１３，１４，１５，１６，１８，２６

条） 

・原子力品質保証規程 

・女川原子力発電所原子炉施設保安規定 

・東通原子力発電所原子炉施設保安規定 

２．非常対策に関するもの 

（第２０条） 

・防災業務計画 

・国民保護業務計画 

・非常災害対策実施基準 

・女川原子力発電所原子力事業者防災業

務計画 

・東通原子力発電所原子力事業者防災業務

計画 

・原子力災害対策実施基準 

３．発電用の電気工作物の保安管理に関す

るもの 

（第２２，２３，２４，２５条） 

・原子力品質保証規程 

・女川原子力発電所原子炉施設保安規定 

・東通原子力発電所原子炉施設保安規定 

４．保安規程の変更に関するもの 

（第３条） 

・保安規程変更取扱い基準（原子力発電工

作物） 

  

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制における検査制度の見直

しによる原子炉施設保安規定の変更

に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

添 付 書 類 
 

 

 

添付書類１：変更理由 

 

 



添付書類１ 

 

 

変 更 理 由 
 

 

 

（１）原子力規制における検査制度の見直しによる原子炉施設保安規定の変更に伴

い，記載内容を見直したため。 

（２）記載の適正化 

   

  


